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葡
萄
牙
の
マ
カ
オ
殖
、
民
．
地
の
起
原
、
（
上
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
卑
士
　
矢
マ
野

　
葡
萄
牙
商
人
が
葡
萄
牙
政
府
の
保
護
に
依
ら
す
、
濁
、
カ

を
以
で
開
創
し
た
支
那
殖
民
地
は
、
ジ
ァ
ム
，
ボ
；
ご
螢
鍵
℃
。

（
寧
波
府
附
近
）
で
も
、
チ
ン
チ
エ
オ
Ω
営
警
8
・
（
潭
州
府

附
近
）
で
も
、
ラ
ム
バ
カ
ォ
書
誤
冨
魯
○
（
浪
自
撰
）
で
も
、

絡
に
術
萄
牙
の
確
實
な
る
通
商
上
の
耳
擦
地
ざ
な
る
に
至

ら
す
、
何
れ
も
一
　
時
限
り
で
、
廃
…
絶
す
る
こ
ご
に
な
つ
だ

炉
が
、
猶
蔓
マ
カ
オ
真
説
9
◎
．
の
み
は
他
め
殖
民
地
ご
運
命

　
　
　
箪
五
二
　
研
究
　
葡
萄
憂
の
ぐ
沖
す
殖
居
地
の
超
陳

仁

一

を
共
に
せ
す
、
永
く
葡
．
萄
牙
の
支
那
に
於
け
る
通
商
上
の

愚
書
地
ビ
な
る
に
至
っ
た
の
は
不
思
議
の
運
命
ご
云
ば
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
マ
カ
オ
の
繁
榮
．
も
、
一
時
的
で
絡
に
十

分
の
爽
達
を
見
る
に
及
ば
す
し
て
、
今
日
に
至
っ
淀
の
は

葡
萄
牙
の
國
力
の
自
然
の
結
果
、
已
む
を
得
ざ
る
所
で
あ

る
。
是
故
・
に
マ
カ
オ
其
も
の
、
歴
史
は
、
東
洋
史
上
に
格

別
重
要
な
償
値
あ
る
も
の
ζ
は
認
め
ら
れ
な
く
ビ
も
、
マ
．

　
　
　
　
　
　
　
第
一
羅
　
　
　
　
一
　
（
一
）



　
　
　
第
五
巷
　
　
研
　
究
　
　
…
弼
萄
矛
の
マ
カ
ナ
殖
民
地
の
起
原

カ
ォ
は
十
六
世
紀
よ
り
十
七
世
紀
の
初
に
亙
か
て
、
東

洋
に
於
け
る
西
洋
文
物
輸
入
の
門
戸
ε
な
り
、
支
那
日
本

に
於
て
、
近
世
史
を
開
い
た
重
要
な
動
機
ε
認
め
ら
れ
る

外
國
關
係
の
源
泉
ご
な
っ
た
も
の
で
る
る
か
ら
、
此
黙
よ

り
マ
カ
オ
の
研
究
は
、
東
洋
史
上
に
於
て
、
特
別
の
興
味

ざ
便
値
ご
が
あ
る
繹
で
あ
る
。
然
る
に
マ
カ
オ
殖
民
地
に

就
て
は
、
其
創
立
の
由
來
に
著
て
も
、
又
其
創
立
の
時
代

に
就
て
も
、
衆
説
紛
々
ビ
し
て
蹄
一
す
る
愚
な
く
、
今
日

に
至
る
ま
で
、
重
ん
ざ
定
説
ご
云
ふ
も
の
は
な
い
標
で
あ

る
。
こ
れ
本
論
文
に
去
て
聯
か
之
に
就
て
卑
見
を
陳
べ
て

見
た
い
ε
思
ふ
所
以
で
あ
る
。

　
↓
マ
カ
オ
の
名
言
に
就
て
　
マ
カ
オ
或
は
ア
マ
カ
ォ
，

　
く

》
ヨ
碧
p
o
は
、
支
那
に
於
て
漢
門
或
は
濠
鏡
漢
ざ
幕
さ
れ

’
て
居
る
。
漢
門
管
路
（
上
本
形
勢
篇
）
に
濠
鏡
湊
尊
名
、
著
畠

於
藁
蕎
田
図
日
二
襖
門
ハ
則
以
下
漢
南
有
二
四
山
一
食
立
、
海
水
縦

横
貫
真
中
暁
成
一
一
十
字
一
戸
十
字
門
川
故
合
二
聡
漢
輿
或
β

漢
、
有
二
南
壷
北
皇
ハ
爾
山
相
長
息
レ
門
云
ε
言
ひ
、
叉
東
西
五

　
　
　
　
　
　
　
第
「
號
　
　
　
　
ご
　
（
二
）

六
里
、
南
北
宇
レ
之
、
有
一
一
南
北
下
灘
嚇
可
一
一
以
泊
ツ
船
、
或
日
一
一
南

環
「
二
灘
規
圓
如
レ
鏡
、
故
日
二
濠
鏡
嚇
是
聡
レ
漢
ビ
言
っ
て
あ

る
。
ア
マ
到
着
は
ト
リ
ゴ
ウ
ル
｝
の
説
に
坐
る
ご
、
此
小

止
島
に
ア
マ
ε
総
す
る
一
つ
の
紳
祠
が
あ
っ
π
か
ら
起
り

し
名
霧
で
、
ア
マ
の
瀬
戸
（
一
〇
　
α
O
叶
【
O
一
思
　
ユ
瀕
　
跨
ヨ
9
）
ご
云
ふ

意
味
で
、
こ
の
紳
祠
は
今
も
あ
も
ε
君
っ
て
居
る
σ
漢
門

並
略
（
五
趣
形
勢
篇
）
に
有
　
奇
石
三
n
一
洋
船
石
、
相
傳
明

萬
暦
学
、
品
質
互
船
、
被
レ
誉
者
甚
、
俄
見
三
紳
女
立
昌
於
山

側
h
一
舟
逡
安
、
立
レ
廟
祠
一
天
妃
h
名
二
其
地
心
日
二
娘
婿
角
漏

斗
蠣
者
閾
早
天
妃
也
、
於
廟
前
石
上
n
鋸
舟
形
及
利
渉
大

川
四
字
h
以
昭
二
榊
異
一
の
記
事
が
あ
る
。
ト
リ
ゴ
ウ
ル
ト
の

所
謂
ア
マ
の
蜜
月
の
意
味
の
ア
マ
カ
ォ
は
、
娘
蝸
漢
或
は

亜
急
撃
な
る
べ
し
。
ア
マ
カ
ォ
は
果
し
て
亜
婿
或
は
吾
平

師
ち
天
妃
の
淋
祠
よ
り
起
つ
だ
下
請
ご
す
れ
ば
、
此
蛍
雪
．

は
萬
暦
に
な
っ
て
始
め
て
立
て
ら
れ
だ
も
の
こ
は
考
．
へ
ら

れ
な
い
。
編
建
の
頁
舶
が
麗
風
に
遭
ひ
、
壁
芯
の
助
け
に

依
っ
て
、
無
事
な
る
を
得
た
こ
云
ふ
支
那
人
の
画
面
は
詳



し
く
一
入
六
七
年
の
マ
カ
オ
公
報
に
見
え
て
、
そ
れ
が
ジ

エ
ス
ス
に
繹
載
さ
れ
て
居
る
。
ア
マ
カ
オ
は
亜
婿
漢
に
し

て
亜
嬬
忽
ち
天
妃
の
港
ご
云
ふ
意
昧
で
あ
る
ご
云
ふ
説
に

鋼
し
て
一
の
異
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
マ
カ
オ
の
名
総
は
マ

カ
オ
メ
L
セ
ベ
ル
グ
等
外
な
る
馬
鮫
石
（
言
鋳
弩
ω
甘
翻
）

よ
り
起
つ
馳
ご
云
ふ
説
で
、
現
に
土
地
の
支
那
人
の
言
っ

て
居
る
斯
で
あ
る
ε
云
ふ
こ
ビ
は
、
ウ
イ
ヅ
ァ
ム
ス
の
支

那
商
冨
業
指
針
に
見
え
て
居
る
。
馬
鮫
石
は
添
い
門
紀
略
（
上
戸

形
勢
篇
）
に
出
レ
悶
経
蓮
花
山
h
下
有
夫
妃
廟
北
斗
下
馬

青
石
一
毛
…
而
硫
、
無
レ
趾
、
三
小
石
承
レ
之
、
相
韻
脚
レ
浪
至
ご
見

え
て
居
る
。

　
マ
カ
オ
の
名
書
が
一
馬
鮫
石
よ
り
鵡
つ
だ
こ
云
ふ
こ
ご

は
、
恐
ら
く
支
那
入
の
附
會
で
あ
ら
う
。
マ
カ
オ
に
は
馬

鮫
石
以
外
に
、
望
虚
心
の
公
論
石
の
響
岩
、
「
娘
等
角
の
洋

船
石
、
海
霧
石
、
蝦
墓
石
の
尊
厳
、
一
履
有
名
な
置
石
は

澤
山
あ
る
の
♂
、
濁
り
馬
浄
石
よ
リ
マ
カ
ォ
の
名
繕
が
起

つ
た
こ
云
ふ
こ
ご
は
信
せ
ら
れ
な
い
。

　
　
　
第
五
巻
　
研
究
　
葡
萄
牙
②
マ
カ
ナ
蕪
艮
塊
の
起
原

　
ラr

ニ
マ
カ
ォ
殖
民
地
の
由
來
に
就
て
　
さ
て
葡
萄
牙
入
が

マ
カ
オ
に
糠
っ
て
殖
民
地
を
設
く
る
に
至
っ
た
由
來
に
就

て
、
第
一
に
暴
じ
べ
き
は
享
宴
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
葡
萄
牙

殖
民
省
に
於
て
執
る
所
の
見
解
で
あ
っ
て
、
ジ
ェ
ス
ス
に

引
用
せ
る
十
八
世
紀
末
の
殖
民
大
臣
マ
ル
テ
ィ
ニ
ョ
ー
・

ド
・
メ
ル
ロ
．
エ
・
カ
ス
ト
ロ
（
寓
霞
瓜
巳
｝
O
山
。
罎
。
＝
O
o
∩
騨
ω
霧
ゆ
∀

　
　
　
　
　
蟻

の
、
マ
カ
オ
知
事
蕪
総
督
ド
・
レ
王
ス
「
・
プ
ア
ソ
ァ
（
自
色
P

日
。
ω
哨
9
”
富
）
、
宛
戯
書
に
見
え
て
居
る
説
で
あ
る
。
ジ
ユ
ン

グ
ス
グ
ツ
ト
に
、
五
十
年
以
前
t
記
さ
れ
た
一
大
拒
の
罫

書
ざ
し
て
引
用
七
て
あ
る
の
も
、
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

之
に
擦
る
ご
、
葡
萄
牙
人
は
支
那
海
に
於
て
横
行
せ
る
海

賊
を
、
其
儘
に
放
任
せ
ん
か
、
航
海
貿
易
は
絡
に
丁
丁
に

露
せ
ん
こ
ご
を
慮
り
覧
準
備
を
整
へ
て
之
を
攻
撃
掃
蕩
し

て
、
支
那
人
に
安
堵
を
興
へ
た
の
み
で
な
く
、
更
に
進
ん

で
香
山
襖
薫
振
れ
る
賊
の
器
差
を
伐
ち
、
其
勇
敢
な
る
抵

抗
を
排
し
て
之
を
破
り
、
途
に
皆
既
島
を
奪
取
占
領
し
た

め
で
あ
る
。
三
時
葡
萄
牙
人
の
實
際
に
占
領
し
た
る
香
山

　
　
　
　
　
　
　
第
｝
鞍
　
　
　
　
三
　
（
三
）



　
　
　
・
第
・
孟
巻
　
　
研
　
究
　
　
・
葡
萄
牙
の
マ
カ
す
殖
壕
覇
の
越
原

島
め
地
域
の
限
界
は
、
．
明
か
に
し
難
き
も
、
兎
に
角
葡
萄

芸
人
の
此
地
域
に
費
す
る
権
利
は
、
黒
影
牙
人
の
鐵
ご
血

ε
に
依
っ
て
得
な
る
も
の
で
、
い
は
い
征
服
に
基
づ
く
灌

利
で
あ
る
。
．
支
那
皇
帝
か
ら
恩
惑
的
に
譲
與
さ
れ
た
る
も

の
で
も
な
け
れ
ば
、
條
件
的
に
割
譲
さ
れ
た
も
の
で
も
な

い
。
彼
等
の
占
領
〔
π
る
香
山
島
の
中
で
、
マ
カ
オ
嵩
物

は
最
も
貿
易
に
適
す
る
が
故
に
、
市
街
を
造
型
し
て
、
此

遜
に
鳥
居
の
計
・
を
な
す
に
造
り
し
．
も
の
窯
，
過
ぎ
な
い
。
支

那
人
は
葡
萄
牙
人
の
此
地
域
に
直
す
る
征
服
の
樺
利
を
確

認
し
た
め
で
な
け
れ
ば
、
葡
萄
牙
人
の
公
然
市
街
を
造
凹

し
、
・
永
居
の
計
を
な
す
こ
ご
を
許
容
す
る
筈
が
な
い
。
又

葡
萄
牙
人
に
し
て
も
、
自
己
の
砂
利
を
自
衛
し
て
、
全
然

支
那
の
怯
律
政
治
の
支
配
を
受
け
な
い
ご
云
ぷ
確
信
を
持

つ
だ
の
で
な
け
れ
ば
、
此
の
如
く
亘
資
を
投
じ
℃
、
．
市
街

を
造
零
す
る
が
如
き
、
一
百
年
の
大
計
を
決
行
す
る
筈
が
な

い
。
．

　
マ
カ
オ
の
殖
民
地
は
、
此
め
如
く
葡
萄
牙
人
が
征
服
の

　
　
　
　
　
　
　
「
第
「
一
、
號
　
　
　
　
四
　
（
四
）

権
利
に
依
つ
で
獲
得
し
、
創
立
し
だ
お
も
の
な
れ
ざ
も
、

殖
民
地
の
將
來
の
安
全
を
期
す
る
篭
め
に
は
、
支
那
皇
帝

よ
り
、
そ
の
領
有
の
承
認
を
詣
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で

殖
民
地
の
創
立
者
は
、
之
を
支
那
皇
帝
に
要
求
し
、
支
那

皇
帝
に
依
つ
で
其
海
賊
討
滅
の
功
を
認
め
ら
れ
、
・
許
容
せ

ら
る
、
に
至
っ
た
こ
ご
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
ご
云
ふ

傳
説
が
、
記
録
に
留
め
ら
れ
て
居
る
ビ
云
ふ
め
で
あ
る
。

　
猶
ほ
殖
民
、
大
臣
は
此
愚
丑
日
に
於
て
、
マ
カ
オ
殖
民
地
の

管
轄
権
の
及
び
た
る
香
山
島
め
征
服
地
域
に
於
・
て
、
各
・
種

め
農
場
が
有
り
、
殖
民
地
は
當
初
諸
生
産
品
に
依
っ
て
、

維
持
す
る
ご
ご
・
を
得
、
、
全
ぐ
支
那
人
に
依
頼
す
る
の
必
要

　
　
　
　
　
　

な
か
り
し
こ
ど
．
横
島
の
名
も
支
那
名
の
香
山
・
（
鍛
。
き
σ
q
。
。
プ
，

拶
呂
よ
り
縛
書
し
て
ア
ン
プ
τ
ソ
（
》
き
習
）
ご
還
せ
ら
れ
た

こ
ご
、
此
．
ア
ソ
ヅ
ー
ン
の
葡
萄
牙
征
服
地
が
肥
沃
豊
饒
な

り
し
営
め
、
支
那
人
を
誘
致
す
る
こ
ご
、
な
う
、
次
．
第
に

支
那
人
の
駕
め
に
侵
蝕
せ
ら
れ
、
知
ら
す
一
萄
萄
牙
の

占
領
地
は
、
僅
か
に
÷
カ
オ
孚
島
内
に
局
限
せ
ら
る
、
に



至
り
し
こ
と
等
を
述
べ
て
、
÷
カ
オ
殖
民
地
の
征
服
の
権

利
に
依
っ
て
得
π
も
の
で
あ
る
二
ざ
を
力
説
し
て
居
る
。

　
．
マ
カ
オ
殖
民
地
の
管
轄
椹
が
、
、
當
初
照
顧
オ
孚
島
外
、

帥
ち
濠
鏡
湊
以
上
に
及
ん
だ
こ
云
ふ
こ
ざ
は
、
除
程
疑
問

で
、
陰
暗
四
十
三
年
の
廣
束
御
史
鷹
爾
鵬
の
撫
庭
濠
鏡
並

置
疏
に
、
若
曽
難
易
狼
改
レ
慮
、
不
レ
爲
豹
鼠
之
謀
h
不
レ
圖
二

錨
鯨
之
利
∵
擁
衆
人
一
営
門
香
山
肺
分
＝
布
部
落
n
控
副
腎
要
害
n

敷
移
身
置
旧
會
城
一
俄
頃
而
至
、
其
蝸
特
有
＝
不
レ
怨
レ
言
者
一
の
、
、

文
、
叉
た
義
者
叉
欲
將
二
藻
鏡
漢
以
上
・
雍
階
村
社
下
山
痙

瞼
要
露
銅
堅
、
一
關
城
n
添
酸
府
佐
官
ゴ
一
員
一
意
二
刮
其
聞
ハ

委
以
童
権
ハ
時
加
昌
磯
察
使
掌
華
入
不
レ
得
携
出
∵
夷
人
不
占

得
　
実
入
去
々
、
是
亦
』
道
也
の
丈
が
見
え
て
居
る
。
臨

時
葡
萄
牙
人
の
香
山
に
線
り
、
部
落
に
分
布
す
る
ご
云
ふ

形
勢
は
、
未
だ
成
立
っ
て
愚
慮
い
。
濠
鏡
漢
以
上
雍
階
村

以
下
の
険
要
な
山
穫
に
於
で
、
一
，
關
城
を
設
け
て
、
華
夷

の
出
入
を
禁
断
℃
零
せ
云
ふ
議
論
が
あ
う
、
・
濠
鏡
漢
以
上

に
、
．
漢
夷
」
即
ち
葡
萄
牙
入
の
マ
カ
渚
殖
民
地
の
管
轄
権
が

　
　
　
第
五
巷
　
　
二
三
　
　
捌
樋
門
の
マ
カ
オ
三
三
鏑
の
趣
言

及
ん
で
居
な
い
こ
ε
は
、
．
略
ぽ
想
像
せ
ら
る
〉
か
ら
、
・
若

し
マ
カ
オ
の
葡
萄
牙
入
に
し
で
、
濠
鏡
漢
以
上
即
ち
マ
カ

オ
牢
島
外
の
地
域
に
於
て
、
農
場
を
有
し
、
管
轄
灌
を
行

っ
て
居
た
ご
す
れ
ば
、
・
そ
れ
は
此
後
の
事
で
あ
ら
う
。
随

っ
て
マ
カ
オ
を
占
領
し
た
理
由
ざ
、
伺
一
の
理
由
に
依
る

も
の
・
に
非
す
毒
、
却
っ
て
マ
カ
オ
を
維
持
す
る
の
必
要

か
ら
、
或
は
マ
カ
オ
の
繁
榮
の
自
然
の
結
果
ご
し
で
、
之

に
及
ん
だ
も
の
ぎ
考
へ
る
方
が
、
姿
、
當
の
様
に
思
は
れ

る
。
果
し
そ
然
ら
ば
葡
萄
牙
人
の
征
服
地
に
支
那
人
が
侵

入
し
だ
の
で
は
な
く
、
支
那
め
領
地
に
術
萄
牙
人
が
侵
入

し
馬
鐸
で
あ
る
◎
支
那
名
香
山
ご
云
ふ
島
が
、
ア
ツ
サ
ー

ン
ビ
云
ふ
葡
萄
牙
名
に
な
っ
て
居
た
こ
ご
も
、
決
し
七
其

葡
萄
牙
の
管
轄
地
に
な
っ
て
居
っ
た
ご
云
ふ
謹
擦
に
は
な

ら
な
い
。
事
ソ
ゴ
ー
ル
ト
に
山
六
〇
六
年
の
青
州
島
天
主

堂
焼
打
事
件
め
爲
に
、
マ
カ
オ
の
葡
萄
牙
人
の
反
抗
的
騒

擾
が
持
上
っ
た
時
に
、
ア
ン
タ
ー
ン
ご
云
ふ
隣
り
町
の
知

事
ご
の
協
議
に
依
う
て
、
無
事
に
落
着
し
た
こ
ご
を
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
貌
　
　
　
　
五
　
（
五
）

　
．
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評



　
　
　
第
五
巻
　
　
研
究
　
　
葡
萄
牙
の
マ
ガ
オ
殖
畏
地
の
起
原

て
居
る
の
に
歯
っ
て
も
、
此
間
の
清
息
が
知
れ
る
。
猶
ほ

殖
民
大
臣
は
香
面
の
征
服
地
ざ
聡
し
て
居
る
様
だ
が
、
そ

れ
あ
殖
民
大
臣
の
勝
手
に
繕
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。

　
故
に
香
山
全
島
は
葡
萄
牙
人
の
征
服
地
で
、
マ
カ
オ
に

劃
す
る
葡
萄
牙
人
の
権
利
ば
、
香
山
の
一
部
分
こ
し
て
、

征
服
の
黒
質
に
携
る
も
の
で
あ
る
ビ
云
ふ
議
論
は
、
成
り

立
た
ぬ
ビ
し
て
も
、
然
し
殖
民
大
臣
も
此
議
論
は
彼
の
マ

カ
オ
は
征
服
に
依
っ
て
占
領
し
た
も
の
で
あ
る
ご
云
ふ
説

を
主
持
す
る
一
半
篠
ご
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
此

議
論
が
成
う
立
だ
な
い
か
ら
ご
言
っ
て
、
直
ち
に
彼
の
占

領
説
は
成
り
立
た
澱
宅
断
言
す
る
こ
ご
は
出
來
な
い
が
、

彼
の
占
領
説
は
マ
カ
オ
の
無
主
礎
の
地
な
る
こ
ビ
を
豫
号

す
る
も
の
で
あ
る
。
葡
萄
牙
人
は
マ
カ
オ
を
以
て
支
那
の

政
事
の
及
ば
ぬ
、
海
賊
の
跳
梁
に
任
せ
た
無
主
権
の
地
ご

考
へ
た
ご
し
て
も
、
支
那
人
よ
り
見
れ
ば
、
明
か
に
支
那

の
領
土
の
一
部
で
あ
る
。
此
征
澱
占
領
説
を
承
認
す
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
等
　
一
　
號
　
　
　
　
　
ゐ
ハ
　
（
六
）

支
那
の
地
方
官
憲
が
、
守
土
の
官
ご
し
て
、
重
大
な
責
任

を
負
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
領
土
主
権
の
批
棄
ご
云
ふ
重

大
事
件
を
、
何
等
の
理
由
な
く
、
傍
槻
黙
認
し
た
も
の
ご

な
る
が
」
か
、
も
事
は
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
様
に
思
ふ
。

殖
民
大
臣
鳳
」
海
賊
討
伐
を
以
て
↓
支
那
官
憲
の
依
頼
を

受
け
た
も
の
で
な
い
様
に
言
っ
て
居
る
が
、
海
賊
を
討
伐

し
た
爲
め
、
支
那
人
は
安
堵
し
て
喜
ん
だ
様
に
言
っ
て
居

る
こ
ε
か
ら
考
へ
る
ご
、
葡
萄
牙
人
の
海
賊
討
伐
は
、
支

那
官
憲
の
意
に
反
し
て
行
っ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
覚
ハ

希
望
に
慮
じ
て
行
っ
た
も
の
で
う
殖
民
大
臣
は
依
頼
を
受

け
た
も
の
で
な
い
機
に
言
っ
て
居
る
に
拘
ら
す
、
そ
の
内

實
は
割
護
を
條
樺
こ
し
て
依
頼
を
受
け
た
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
Q
ジ
エ
ス
ス
に
引
用
せ
る
フ
ァ
ソ
ァ
・
イ
・
ソ
ウ
サ

（
舅
9
蔚
団
u
q
o
霧
9
）
の
記
事
に
曇
る
域
、
支
那
人
は
マ
カ
オ

を
集
窟
ご
な
せ
る
海
賊
を
駆
逐
す
る
勇
氣
な
く
、
之
を
サ

ン
シ
ャ
ン
（
ω
ρ
P
O
一
ρ
嵩
）
島
の
海
上
に
あ
り
し
葡
萄
訴
人
に

依
頼
し
マ
カ
オ
を
以
て
其
居
住
地
ε
す
る
の
権
利
を
提
供



し
π
の
で
、
葡
萄
牙
人
は
之
を
快
諾
し
レ
絡
に
武
力
を
以

て
宿
年
の
志
を
逡
げ
、
マ
カ
オ
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。
葡
萄
牙
人
は
當
時
地
勢
の
瞼
に
披
っ
て
防
算
し

た
る
海
賊
を
働
滅
し
、
　
一
手
武
器
、
一
手
斧
堕
を
以
て
、

其
欲
す
る
儘
に
、
マ
カ
オ
の
殖
民
地
を
建
設
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
所
傳
が
當
時
の
事
情
に
照
し
て
、
尤
も
事
實
を

得
て
居
る
楼
…
に
思
は
れ
る
。

　
セ
メ
ド
ー
に
も
殆
ん
ご
同
様
の
記
事
が
見
え
て
居
る
。

帥
ち
之
に
披
る
ご
、
葡
萄
牙
人
が
始
め
て
支
那
に
早
り
、

サ
ン
シ
ャ
ン
島
に
於
て
貿
易
を
行
っ
て
居
っ
だ
頃
、
海
賊

の
一
大
群
は
、
彼
等
の
…
巣
窟
に
最
も
適
當
な
小
さ
い
な
が

ら
に
全
郡
雑
石
よ
り
成
り
、
守
る
に
便
利
な
マ
カ
オ
の
地

に
襟
っ
て
、
下
り
に
近
傍
の
平
地
を
劫
掠
し
だ
の
で
あ
る

が
、
支
那
人
は
怯
儒
に
し
て
、
自
ら
之
を
討
伐
す
る
勇
な

か
り
し
が
、
或
は
自
ら
危
瞼
を
冒
さ
す
、
他
人
の
力
に
依
っ

て
之
を
討
伐
す
る
を
得
策
ご
し
た
も
の
か
、
兎
も
角
葡
萄

牙
人
の
勇
敢
用
ゆ
べ
き
を
知
り
、
マ
カ
オ
の
海
賊
掃
蕩
を

　
　
　
等
五
巻
　
　
研
　
究
　
　
葡
萄
牙
の
マ
カ
ナ
殖
民
地
の
起
原

條
件
ご
し
て
、
其
地
を
彼
等
の
居
住
地
ご
し
て
提
供
し
た

の
で
、
葡
萄
牙
人
は
直
ち
に
之
に
磨
じ
、
衆
寡
の
勢
懸
絶

し
た
る
に
拘
は
ら
す
、
戦
術
に
於
て
遙
か
に
超
絶
し
た
る

が
爲
め
、
自
ら
少
し
の
損
傷
を
被
る
こ
ご
な
く
、
海
賊
に

非
常
な
打
撃
を
與
へ
、
容
易
に
鋤
滅
の
功
砂
奏
し
、
マ
カ

オ
を
支
配
す
る
の
地
位
に
立
ち
、
各
々
欲
す
る
所
に
随
っ

て
、
土
地
を
逡
定
し
、
家
屋
を
建
設
す
る
に
至
っ
た
ご
云

ふ
こ
ご
で
あ
る
。

　
エ
ハ
五
九
年
頃
フ
イ
リ
ッ
ビ
ン
島
よ
リ
マ
カ
オ
に
渡
り

し
西
班
牙
の
ド
ミ
ニ
カ
ン
會
の
宣
風
師
ナ
ゾ
ア
レ
ッ
ト
は

其
支
那
帝
國
記
に
於
て
、
當
時
マ
カ
オ
の
住
民
の
多
数
は

マ
カ
オ
の
為
事
に
就
て
曾
て
海
賊
の
此
地
に
糠
っ
て
近
傍

の
人
民
を
攻
め
情
ま
し
た
る
時
、
葡
萄
牙
人
は
支
那
人
よ

り
依
頼
さ
れ
、
已
む
を
得
す
兵
を
動
か
し
て
、
之
を
騙
逐

し
た
結
果
、
譲
與
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ご
言
っ
て
居
る
こ

ご
を
記
し
て
居
る
。

　
此
の
如
く
葡
萄
牙
人
は
支
那
官
憲
の
依
頼
を
受
け
マ
カ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
七
　
（
七
）



　
　
　
第
五
巻
　
　
研
　
究
　
　
葡
萄
牙
の
マ
カ
ナ
殖
民
地
の
起
原

オ
の
海
賊
を
掃
蕩
し
、
其
報
酬
こ
し
て
之
を
提
供
さ
れ
だ

も
の
で
あ
る
ご
云
ふ
説
は
、
信
用
す
べ
き
葡
萄
牙
著
作
家

中
に
之
を
磯
見
す
る
こ
ご
が
出
苅
る
の
み
な
ら
す
、
マ
カ

オ
の
葡
萄
牙
人
の
聞
に
は
、
長
い
間
さ
う
云
ふ
説
は
信
せ

ら
れ
て
居
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
所
傳
の
方
が
、
か
の
葡
萄

牙
人
が
、
武
力
に
依
っ
て
無
主
権
の
地
を
征
服
占
領
し
た

も
の
で
あ
る
ご
云
ふ
説
に
比
し
て
、
除
程
無
理
が
無
い
様

に
思
は
れ
る
。

　
然
る
に
ジ
エ
ス
ス
は
マ
カ
オ
の
諸
記
録
に
櫨
…
つ
て
、
マ

カ
オ
の
烏
鷺
に
号
す
る
一
異
説
を
平
げ
て
居
る
。
そ
れ
は

マ
カ
オ
は
支
那
皇
帝
よ
り
海
賊
討
伐
の
功
を
表
彰
す
る
爲

め
、
恩
賞
ご
し
て
術
萄
牙
人
に
給
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

ご
云
ふ
説
で
、
プ
ア
フ
ア
・
イ
・
ン
ウ
テ
、
セ
．
メ
．
ド
ー
等
の

マ
カ
オ
は
海
賊
討
伐
の
條
件
ご
し
て
提
供
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
ご
云
ふ
説
に
醤
し
て
は
、
一
の
異
説
ご
言
は
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
海
賊
の
贋
東
海
上
に
横
行
せ
る
當
時

萄
黒
髭
人
は
其
大
群
を
攻
撃
し
て
之
を
鋤
滅
し
、
其
マ
カ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
擾
　
　
　
八
　
（
八
）

オ
に
於
け
る
巣
窟
を
奪
ひ
其
生
存
者
を
し
て
、
此
後
海
賊

の
島
（
一
　
μ
ρ
　
α
O
　
H
L
ρ
α
H
O
Φ
ω
）
ご
羅
せ
ら
る
＼
島
に
奔
毒
す
る

の
巳
む
な
き
に
至
ら
し
め
し
功
績
に
依
っ
て
、
マ
カ
オ
の

領
有
権
を
得
る
に
至
っ
た
も
の
で
、
此
功
績
は
地
方
官
憲

よ
り
支
那
皇
帝
に
上
奏
さ
れ
、
支
那
皇
帝
よ
b
葡
萄
牙
人

の
指
揮
官
に
チ
ヤ
パ
・
ド
・
オ
ロ
ウ
（
Ω
蚕
冨
α
。
。
母
。
）
ε
云

ふ
立
派
な
金
字
の
文
書
を
賜
は
つ
て
、
共
功
を
表
彰
さ
る

る
・
こ
ご
、
な
り
、
同
年
即
ち
一
五
五
七
年
に
、
葡
萄
堅
人

は
マ
カ
オ
居
住
の
勅
許
を
得
、
重
職
許
文
は
共
後
マ
カ
オ

議
事
堂
の
石
造
部
や
木
造
部
に
銘
刻
さ
る
、
標
に
な
つ
淀

ビ
云
ふ
の
で
め
る
。

　
ジ
ェ
ス
ス
に
引
用
し
て
あ
る
マ
カ
オ
版
の
ジ
ユ
ン
グ
ス

テ
ヅ
ト
に
は
、
此
金
宇
文
書
の
現
に
存
せ
ざ
る
こ
ご
に
言

及
し
、
此
の
如
く
交
書
に
し
て
、
若
し
實
際
に
あ
っ
た
も

の
ざ
す
れ
ば
、
共
確
か
な
複
謄
本
は
、
支
那
の
官
府
書
庫

幽
に
猴
見
せ
ら
る
べ
き
筈
で
あ
る
の
に
、
聖
書
に
於
て
査
訪

の
結
果
が
無
効
に
悔
し
た
の
は
、
其
虚
構
の
当
た
る
明
謹

6



で
あ
る
ご
言
っ
て
あ
り
、
叉
ボ
ス
ト
ン
版
の
ジ
エ
ソ
グ
ス

ヲ
ッ
ト
に
も
、
マ
カ
オ
が
支
那
帝
に
依
っ
て
恩
賞
こ
し
て

…賜

汲
ｳ
れ
た
ビ
云
ふ
確
實
な
誰
糠
は
三
見
さ
れ
な
い
、
傳

説
的
な
臆
測
に
過
ぎ
な
い
ご
言
っ
て
あ
る
が
、
ス
ト
ウ
ソ

ト
ン
の
マ
カ
〃
ト
ニ
イ
卿
支
那
奉
使
紀
行
に
、
葡
萄
牙
人

が
支
那
帝
國
の
爲
め
に
大
功
を
建
て
、
其
報
償
ご
し
て
、

支
那
扇
國
の
南
端
に
あ
る
安
全
な
一
方
埠
の
近
傍
に
於
て

市
街
建
設
の
用
地
を
、
他
の
附
厨
の
利
盆
ご
共
に
、
與
へ

ら
る
、
に
至
っ
た
こ
ご
を
記
し
、
又
マ
カ
オ
の
二
還
幸
の

議
事
堂
の
大
理
石
叢
論
に
、
支
那
皇
帝
よ
り
此
地
を
正
式

に
譲
與
せ
ら
れ
だ
る
意
味
の
漢
文
の
銘
が
刻
せ
ら
れ
て
あ

る
こ
ご
を
述
べ
、
此
の
如
き
葡
萄
牙
人
の
樺
利
を
保
障
す

る
確
か
な
紀
念
碑
も
、
以
て
近
隣
支
那
人
の
侵
入
を
防
ぐ

の
防
壁
ご
な
ら
な
か
っ
た
ご
述
べ
て
あ
る
か
ら
、
必
ず
し

も
ジ
ユ
ン
グ
ス
テ
ッ
ト
の
論
ず
る
如
く
、
マ
カ
オ
に
於
て

支
那
皇
帝
の
勅
許
の
事
を
書
い
た
金
字
の
文
書
が
、
實
際

に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
云
ふ
事
は
な
か
っ
た
機
で
あ
る
。

　
　
　
第
五
巻
　
研
究
　
葡
萄
牙
の
マ
カ
ナ
殖
民
地
の
超
原

ジ
エ
ス
ス
は
マ
カ
オ
の
記
録
に
言
っ
て
あ
る
金
字
の
文
書

支
那
皇
帝
の
勅
書
は
、
ざ
う
な
っ
た
か
分
ら
な
い
、
碑
銘

す
ら
今
は
マ
カ
オ
に
見
る
こ
ご
が
事
忌
「
な
い
、
　
マ
カ
オ
に

劃
す
る
葡
祷
牙
の
重
言
は
、
決
し
て
支
那
帝
の
恩
恵
や
譲

與
に
依
る
も
の
で
な
い
、
此
等
の
文
書
は
全
然
不
肝
要
の

も
の
で
あ
る
ご
言
っ
て
、
此
等
の
品
書
に
就
て
何
等
の
批

鋼
を
加
ふ
る
こ
ご
を
避
け
た
標
な
形
跡
が
あ
る
が
、
マ
カ

オ
に
於
て
一
時
此
等
の
崩
書
、
少
く
も
支
那
皇
帝
の
勅
許

文
を
書
い
た
碑
銘
の
有
り
た
こ
ご
は
事
實
で
あ
る
。
ジ
ユ
■

ン
グ
ス
ク
ッ
ト
は
マ
カ
オ
が
葡
萄
牙
人
の
海
賊
討
伐
の
坊

に
依
っ
て
、
支
那
皇
帝
よ
り
與
（
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

懇
願
ご
賄
賂
ご
に
依
っ
て
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
ビ
を

主
張
す
る
黒
め
に
、
叉
ジ
エ
ス
ス
は
反
封
に
、
葡
萄
牙
人

の
海
賊
討
伐
の
恩
賞
ε
し
て
與
へ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、

葡
萄
牙
人
の
武
力
に
依
っ
て
海
賊
を
李
定
し
、
無
主
椹
の

地
を
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
主
張
す
る
警
め
に
、

此
文
書
碑
銘
を
ひ
ざ
く
氣
に
し
て
居
る
様
で
あ
る
が
、
此

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
九
（
九
）



　
　
　
第
巷
五
　
　
研
　
究
　
　
葡
萄
牙
の
｝
、
カ
ナ
殖
民
地
の
越
原

文
書
を
否
認
す
る
爲
め
な
ら
ば
、
無
理
に
其
存
在
を
否
定

し
、
若
し
く
は
其
不
肝
要
な
る
こ
ご
を
高
唱
す
る
必
要
は

な
い
。
此
の
如
き
文
書
碑
銘
が
あ
っ
た
か
ら
ざ
言
っ
て
、

そ
れ
が
果
し
て
眞
實
の
勅
許
丈
た
る
こ
ご
の
謹
明
さ
れ
な

い
以
上
は
、
　
マ
カ
オ
が
正
式
に
支
那
白
王
帝
よ
り
譲
與
さ
れ

た
謹
糠
ご
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
否
な
此
、
の
如
き
勅
許

文
の
あ
っ
た
こ
ご
は
、
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご
で
あ
る
。

若
し
此
の
詩
風
勅
許
文
若
し
く
は
之
を
銘
陣
し
淀
る
碑
文

が
、
マ
カ
オ
に
あ
っ
た
こ
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
マ
カ
オ

に
於
て
儒
造
さ
れ
淀
も
の
ざ
信
ず
る
外
は
無
ヤ
。
ジ
エ
ス

ス
に
引
用
せ
る
葡
萄
牙
殖
民
大
臣
マ
ぞ
グ
イ
ニ
ヨ
ー
・
ド
。

メ
ル
ロ
・
エ
・
カ
ス
ト
ロ
の
蝿
書
に
も
、
マ
カ
オ
の
創
立
者

等
は
、
彼
等
が
自
己
に
依
っ
て
領
有
し
た
る
マ
カ
オ
の
、

一
向
安
全
な
保
障
を
得
る
必
要
上
、
其
領
有
権
が
支
那
皇

帝
よ
り
確
認
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
支
那
皇
帝
は
其
臣
民
が
・

海
賊
の
剰
掠
蛎
船
を
免
る
、
に
至
っ
た
報
酬
こ
し
て
、
彼

等
の
要
求
を
許
し
、
且
つ
種
々
の
特
擢
を
與
ふ
る
に
至
つ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
｝
○
　
（
「
○
）

た
ご
主
張
し
て
居
る
ご
言
っ
て
あ
る
が
、
之
を
主
張
す
る

に
當
っ
て
、
其
主
張
の
根
語
ご
し
て
、
此
勲
許
文
を
僑
造

し
た
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
疑
が
無
い
。
清
し
イ
、
此
の
如
き

勅
許
文
が
仁
丹
さ
れ
、
而
か
も
支
那
官
憲
の
之
を
槻
過
し

た
る
所
以
は
、
彼
等
が
葡
萄
牙
人
の
武
力
の
援
助
に
依
っ

て
、
海
賊
を
討
伐
し
、
上
面
件
ビ
し
て
、
マ
カ
オ
居
住
を

許
し
た
ご
云
ふ
謹
標
ご
見
ら
れ
る
。
支
那
皇
帝
が
葡
萄
牙

入
の
功
績
を
承
認
し
、
’
マ
カ
オ
の
地
を
以
て
、
葡
萄
牙
人

に
譲
適
し
π
り
ご
の
説
は
、
マ
カ
オ
創
立
者
が
、
熟
慮
審
，

計
の
結
果
、
案
出
し
止
る
説
で
は
あ
る
ま
い
か
。
葡
萄
牙

人
が
武
力
に
依
っ
て
海
賊
を
李
癒
し
亘
り
巳
は
云
へ
、
僅

か
に
領
土
主
椛
を
絶
息
す
る
擢
事
な
き
地
方
官
憲
の
違
法

の
約
束
に
依
る
ご
云
ふ
こ
ご
で
は
、
不
安
心
で
あ
る
。
之

を
支
那
皇
帝
の
恩
賜
に
餅
す
る
に
非
れ
ば
、
結
局
之
を
維

持
す
る
爲
め
に
、
兵
力
を
以
て
孚
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
時

機
の
参
る
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
。
而
か
も
兵
力
を
以
て
雫

ふ
こ
ご
の
不
可
能
に
し
て
、
不
利
盆
な
る
こ
ご
は
、
ソ
ァ



ノ

　
　
　
　
は
　
し
　
カ
　
き

　
昨
年
の
夏
、
私
は
文
學
士
錦
田
義
富
氏
の
紹
介
で
、
氏

の
學
友
玉
木
正
行
氏
の
家
に
傳
へ
ら
る
、
家
系
、
古
文
書

二
一
懇
ご
其
先
代
吉
保
自
筆
の
自
叙
傳
一
冊
（
自
平
身
自

鏡
）
ε
を
見
る
こ
ご
が
出
來
た
。
玉
木
氏
は
是
等
の
記
録

が
學
特
上
多
少
の
墾
考
材
料
こ
も
な
る
な
ら
ば
、
充
分
に

利
用
し
て
ほ
し
い
ご
の
意
向
を
傳
へ
ら
れ
た
の
で
、
私
は

其
好
意
に
依
b
て
研
究
を
途
げ
た
結
果
何
れ
も
装
画
な
る

史
料
ご
認
め
た
か
ら
、
氏
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
本
誌

　
　
　
第
五
巻
　
研
究
　
或
ろ
戦
國
武
士
の
自
叙
偲

ム
ボ
ー
や
チ
ソ
チ
エ
オ
を
失
ひ
た
る
雲
霧
に
鑑
み
て
も
明
　
　
雫
和
な
貿
易
の
獲
達
を
託
る
に
あ
る
。
當
初
の
マ
カ
オ
創

か
で
あ
る
。
兵
力
を
以
て
孚
ふ
程
な
れ
ば
、
マ
カ
オ
を
維
　
　
立
者
は
此
の
如
き
考
を
以
て
、
此
勅
許
文
を
儒
造
し
た
も

持
す
る
必
要
が
な
い
。
マ
カ
オ
を
維
持
す
る
は
、
支
那
こ
　
　
の
で
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
或
ろ
戦
國
武
士
の
自
叙
傳
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
玉
木
吉
保
の
身
自
鏡
の
研
究
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
學
博
士
三
浦
周
行

　
　
　
　
　
　
　
　
“
、

に
登
表
す
る
こ
ご
、
し
た
。

　
　
　
　
世
　
　
　
系

　
玉
木
氏
は
奮
長
門
藩
士
で
あ
っ
た
。
萩
藩
閥
聖
典
八
十

二
の
中
に
玉
木
太
郎
左
衛
門
ご
あ
る
が
其
家
で
あ
る
。
同

書
に
は
毛
利
元
就
、
坐
卓
、
秀
就
三
代
の
出
し
た
加
冠
、

任
官
、
受
領
の
文
書
墨
池
を
牧
め
そ
れ
に
茂
吉
か
ら
直
之

（
享
保
十
四
年
妓
）
迄
の
略
譜
を
附
載
し
て
居
る
。
家
系
も

直
之
の
父
就
直
（
耐
暑
五
年
残
）
迄
は
同
一
筆
で
あ
る
か
ら

恐
ら
く
直
之
の
時
に
出
來
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
比

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
盛
　
　
　
　
一
一
　
（
一
一
）


